
 
 
 
 
 
  
 
 

６月１日（土）に運動会を行いました。前日まで降り続いた雨

の影響で開催が心配されましたが、早朝からのメンテナンスで何

とか実施できるコンディションに仕上げることができました。 

今年度は、数週間前から全校で隊形づくりや動き方、ダンスの

練習を行ってきました。ところが運動会本番に近づくにつれ、雨

の影響で校庭が利用できず体

育館に練習場所を急遽変更す

るなど、職員も子ども達も、毎

日、天気予報とにらめっこし

ながら過ごした日々でした。

また、前日の雨で、校庭が湖のようになってしまい前日準備ができず、

当日の朝早くから先生方や保護者の方で環境を整えることができまし

た。 

今年は、各種目の勝敗は

あるものの、赤白の採点は

行わず、総合での勝敗はつけない運動会でした。もしかしたらど

こか物足りない感じがするのかと思いましたが、6 年生の短距

離走でぬかるみで滑ってしまった友だちを思い、再レースを申

し込みに来る温かい姿が見られました。総合の勝敗がつかない

運動会だからこそ見られた心温まるエピソードだったのかもし

れません。 

ＰＴＡの役員さんをはじめ、保護者の皆様には準備や片付け

でお手伝いをしていただきました。また、参観していただいた皆

様には、声援や拍手で運動会を盛り上げていただき、心から感謝

しています。今後とも塩尻小の子ども達をよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 毎年恒例、4年生の「米

作り」が始まりました。 

6月 10日(月)に代かき、

6月 12日(水)は田植えを行

いました。営農の皆様のご

指導のもと、泥んこまみれ

・汗まみれになりながら

作業を行いました。200坪

近くある田んぼのすべてを手植えし、子どもたちは疲労とともに満足感も味わうことができました。普

段何気なく食べているお米ですが、自分たちが作業すると、その有難みがわかったようです。食べ物の

大切さ、お米をはじめとする食べ物を作ってくださる方への感謝を感じることができる素晴らしい学び

でした。 
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全力で取り組んだ運動会 

4年生の米作り始まる 



 

 

○電動キックボードによる事故が増加しています。 

電動キックボードについてお子さんと次の点についてご確認いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

  ただし、16歳未満の運転については以下のように制限されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保護者の方々、児童ともに事故につながらないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

・6/17(月) 歯の衛生週間 ～21日(金) 
・6/18(火) ３年自転車教室 
・6/19(水) 安全連携会議 
・6/20(木) 引き渡し下校訓練 
・6/21(金) プール開き 
・6/24(月) 子ども中心の日 ～30日(日) 
・6/25(火) ６年 創造館学習 
・6/26(水) クラブ② 

・7/2(火) 4年社会科見学 
・7/4(木)、5(金) 5年高原学習(湯ノ丸高原) 
・7/9(火) 学校へ行こう週間 ～12日(金) 
     高学年参観日・学級懇談会 
・7/11(木) 低学年参観日・学級懇談会 
・7/12(金) クラスコンサート(5 年) 
・7/17(水) 防犯訓練 
・7/25(木) 一学期終業式 
・7/26(金) 夏休み ～8/22(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～かけがえのない子ども達のために～ 

・塩尻小学校では、職員による非違行為防止のために、交通法規の順守・体罰暴言の防止・スクールセクハ

ラ防止に関わる定期的な「非違行為防止研修」を行い、職員のコンプライアンス徹底に努めています。 

・この「学校だより」は本校のホームページに記載されます。記載に関して不都合等が生じましたら、 

6月 21日（金）までに下記連絡先までご連絡ください。 

 塩尻小学校 ２２－１９０４  担当：齋藤宏理（教頭） 

連絡・お願い 

今後の主な行事予定 ６・７月 

令和５年（2023 年）７月１日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行

されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運

転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボー

ドは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運

転ができるようになりました。 

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16 歳未満の人が特

定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、16 歳未満の人に対して、

特定小型原動機付自転車を貸したりすることも禁止されています。 

※補足 

道路交通法では 16歳未満の人が運転することを禁止しているのはもちろん（道路交通法第

64条の 2第 1項）、16歳未満運転禁止に違反して「運転することとなるおそれがある者」に

対して特定小型原付を提供することも禁じています（同条 2項）。この「提供」には、貸す・

買い与える・譲渡するという行為が含まれています。 


